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変更することとなった経緯

令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として，全国の自治体に
おいて「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」が本格実施されるに伴い，
新たに次の２項が子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項となる。

• 「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等
の推進に関する体制の確保の内容に関する事項」

• 「各年度における乳児等通園支援の量の見込み並びに実施しようとする乳児等通園
支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項」

その対応のため，子ども・子育て支援事業計画の変更を行うもの。
また，当該変更に併せ，その他事業においても軽微な修正も行う。
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P3「３ 計画の位置付け」

「新・柏市放課後子ども総合プラン」は令和7年3月末で計画期間満了となっており，「令和7年度第1
回柏市放課後子ども総合プラン運営員会」においても計画の延長はしないこととなったため，該当本
文を削除するもの。

（旧） （新）
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P29 「地域子育て支援拠点事業」

柏市子ども・子育て支援複合施設「TeToTe」1階で実施している「遊びの広場」にて，令和８年度から
地域子育て支援事業を実施するため，【中央】，【市全域】の確保方策を修正するもの。

※地域子育て支援拠点事業とは：子育て中の親子が気軽に集い，相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する事業（こども家庭庁より引用）

（旧） （新）
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P29 「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」
基本的記載事項

◆ 「量の見込み」及び「確保方策」の数値の検討（下記参照） ※R7年度の試行的事業の実績値をもとに算出

地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情
報を共有することができる体制を整備することや、幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設の利用
への円滑な移行を支援していきます。

◆ 「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進にかかる体制の確保」

➢ 乳児等通園支援事業の対象外（満３歳到達後）となった子が円滑に教育・保育施設へ接続できるように各施設で情報共有等を行う

（旧） （新）

【国が示した積算方法】（単位：人日）
・必要受入時間数（対象年齢の未就園児×10時間）÷定員１人１月あたりの受入可能
時間（176時間）

・認定者実績で必要受入時間数で「量の見込み」を見直し
※令和9年の計画中間見直しの際に令和8年度の実績を考慮して再度，修正予定
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